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 我が国の競争力、成長力の確保や地域の活性化のため必要な道路整備

を計画的に進めることは、引き続き、重要な課題である。他方、我が国

財政は極めて厳しい状況にあり、国民負担の最小化のため、歳出削減を

徹底し、ゼロベースで見直すことが必要となっている。 

 このため、昨年末の政府与党合意、行革推進法等に基づく道路特定財

源の見直しについては、以下に定めるところにより行うものとする。 

 

１．道路整備に対するニーズを踏まえ、その必要性を具体的に精査し、

引き続き、重点化、効率化を進めつつ、真に必要な道路整備は計画的

に進めることとし、１９年中に、今後の具体的な道路整備の姿を示し

た中期的な計画を作成する。 

  特に、地域間格差への対応や生活者重視の視点を踏まえつつ、地方

の活性化や自立に必要な地域の基幹道路の整備や渋滞解消のためのバ

イパス整備、高速道路や高次医療施設への広域的アクセスの強化など、

地域の自主性にも配慮しながら、適切に措置する。 

 

２．２０年度以降も、厳しい財政事情の下、環境面への影響にも配慮し、

暫定税率による上乗せ分を含め、現行の税率水準を維持する。 

 

３．一般財源化を前提とした国の道路特定財源全体の見直しについては、

税率を維持しながら、納税者の理解を得ることとの整合性を保ち、 

資料１ 



① 税収の全額を、毎年度の予算で道路整備に充てることを義務付け

ている現在の仕組みはこれを改めることとし、２０年の通常国会に

おいて所要の法改正を行う。 

② また、毎年度の予算において、道路歳出を上回る税収は一般財源

とする。 

   

４．なお、以上の見直しと併せて、我が国の成長力や地域経済の強化、

安全安心の確保など国民が改革の成果を実感できる政策課題に重点的

に取り組む。その一環として、国民の要望の強い高速道路料金の引下

げなどによる既存高速ネットワークの効率的活用・機能強化のための

新たな措置を講ずることとし、２０年の通常国会において、所要の法

案を提出する。 


